
長久手市高齢者運転免許自主返納事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条　長久手市高齢者運転免許自主返納事業(以下｢事業｣という。)は、高齢

者による交通事故の減少を図るとともに、公共交通機関の利用を促進するこ

とを目的とする。 

　（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定め

るところによる。 

⑴　運転免許証　道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条第１項に

規定する運転免許証であって、有効期間内のものをいう。 

⑵　自主返納　道路交通法第１０４条の４第１項の規定によりすべての運転

免許の取消しを申請し、当該運転免許に係る運転免許証を返納することを

いう。 

（対象者） 

第３条　この事業の対象者は、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に

基づき長久手市の住民基本台帳に登録されている者で、運転免許証の自主返

納日から起算して 1 年以内の満６５歳から満７４歳の者とする。 

（事業内容） 

第４条　この事業の内容は、前条第２号に該当する者に対し、Ｎ－バス回数券

６冊（６，６００円分）を１回に限り交付することとする。 

（利用の申請） 

第５条　この事業を利用しようとする者は、対象者であることを確認できるも

のを提示し、長久手市高齢者運転免許自主返納事業利用申請書(様式第１号)

及び警察署が交付する運転免許の自主返納を確認できる書類（自主返納日の

記載があるものに限る）の写しを市長に提出しなければならない。ただし、

同一住所に居住する親族（住民基本台帳に記載のある親族）が代理申請する

場合は、代理申請者であることを確認できるものを提示することで申請でき

るものとする。 

（券の交付） 

第６条　市長は、前条の申請を受理し、利用の決定をしたときは、第４条の規

定によるＮ－バス回数券を交付するものとする。 

（再交付の禁止） 

第７条　Ｎ－バス回数券を紛失又は汚損した場合等について、再交付は行わな

いものとする。 

（譲渡の禁止） 

第８条　対象者は、Ｎ－バス回数券を他の者へ譲渡できないものとする。　 



（雑則） 

第９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

 

　　　附　則 

　　　　　この要綱は、平成２０年６月 1 日から施行する。 

　　　附　則 

　　　　　この要綱は、平成２１年４月 1 日から施行する。 

　　　　　　　附　則 

　この要綱は、平成２２年５月１日から施行する。 

　　　　　　　附　則 

　この要綱は、平成２４年１月４日から施行する。 

　　　附　則 

　この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附　則 

　この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

　　　附　則 

　この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。 

附　則 

　この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

　　　附　則 

　この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附　則 

　この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

附　則 

　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附　則 

　この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附　則 

　この要綱は、令和４年８月１日から施行する。 

附　則 

　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。



様式第１号（第５条関係） 

 

長久手市高齢者運転免許自主返納事業利用申請書 

 

 　　　年 　　　月 　　　日 

長久手市長　殿 

申 請 者　　住　所 

氏　名 

続　柄　本人 ・ 配偶者 ・ 親族（　　　　） 

電　話　（　　　　）　 

 

長久手市高齢者運転免許自主返納事業実施要綱第５条の規定に基づき、下記のとおり申請します。

なお、同要綱を遵守します。 

記 

添付書類：警察署が交付する運転免許の自主返納を確認できる書類（自主返納日の記載があるもの）

 

対 象 者

住　　　 所

 
氏　　　 名

 
生 年 月 日 　　　年　　　月　　　日

 

代　　理
上記利用者からの依頼に基づき、代理で申請・受領するものです。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　

Ｎ－バス 
回数券番号


